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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】加熱などを必要とせず、また、製造時や使用環
境においてガスを発生することなく、より強い強度で水
晶が接合できるようにする接合方法を提供する。
【解決手段】スパッタ法により、水晶基板１０１の接合
面に対する物質層１０２の形成、および水晶基板１１１
の接合面に対する物質層１０２の形成を開始した後、０
．２ｎｍ以上１ｎｍ未満の層厚の物質層１０２が各々形
成された水晶基板１０１の接合面および水晶基板１１１
の接合面とを、物質層１０２を介して着接する。物質層
１０２の層厚が、１ｎｍになる前に、２つの基板の着接
を行う。
【選択図】図１Ｃ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空成膜法による成膜装置の処理室内で、第１基板の接合面および水晶からなる第２基
板の接合面に、前記真空成膜法による物質層の形成を開始する第１工程と、
　前記処理室内で、０．２ｎｍ以上１ｎｍ未満の層厚の前記物質層が各々形成された前記
第１基板の接合面および前記第２基板の接合面を、前記物質層を介して着接して前記第１
基板と前記第２基板とを各々の接合面で接合する第２工程と
　を少なくとも備え、
　前記第１基板の接合面および前記第２基板の接合面は、平均表面粗さが１ｎｍ未満とさ
れていることを特徴とする接合方法。
【請求項２】
　請求項１記載の接合方法において、
　前記第２工程は、前記真空成膜法による前記物質層の形成を停止した後で行うことを特
徴とする接合方法。
【請求項３】
　請求項１または２記載の接合方法において、
　前記第１基板は、水晶から構成されていることを特徴とする接合方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の接合方法において、
　前記真空成膜法は、スパッタ法およびイオンプレーティング法より選択された方法であ
ることを特徴とする接合方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の接合方法において、
　前記物質層は、金属または半導体材料より構成されていることを特徴とする接合方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の接合方法により作製された水晶素子。
【請求項７】
　請求項６記載の水晶素子において、
　前記水晶素子は、水晶からなる前記第１基板および前記第２基板が前記物質層を介して
接合された光学素子であることを特徴とする水晶素子。
【請求項８】
　請求項６記載の水晶素子において、
　前記水晶素子は、前記第１基板の上に搭載された圧電素子と、この圧電素子に対応して
形成された凹部を備える前記第２基板とを備え、
　前記圧電素子は、前記物質層を介して接合された前記第１基板および前記第２基板によ
り前記凹部の内部に封止されている
　ことを特徴とする水晶素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水晶を接合する接合方法および水晶素子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　水晶を用いた素子には、水晶の持つ圧電効果を利用した水晶圧電素子、および水晶の光
学特性を利用した水晶光学素子などがある。水晶圧電素子の多くは、所望の形状に加工さ
れた水晶片を容器の内部に固定し、この容器を封止することで作製されている。水晶片の
固定では、例えば、導電性を有する有機系接着材が用いられている。また、容器の封止に
おいては、真空排気状態や不活性ガス雰囲気において、電子ビーム溶接，シーム溶接，レ
ーザ溶接などの局所溶融接合、半田接合、Ａｕ－Ｓｎ，Ａｕ－Ｇｅなどの共晶接合、ある
いはガラス接合などの接合方法が用いられている。
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【０００３】
　しかしながら、上述した接合方法では、製造過程あるいは使用環境で発生するガスや、
熱による応力などにより、水晶が持つ本来の特性が損なわれるという問題がある。
【０００４】
　また、水晶光学素子は、複数の水晶片およびガラス片などを貼り合わせることで用いら
れることが多いが、これらの貼り合わせにおいては、アクリル系などの有機系接着剤が用
いられている。しかしながら、有機系接着剤は、可視域を中心としたときの短波長領域お
よび長波長領域（含む赤外領域）の光透過性が劣り、また、紫外線により分解されて経時
変化が引き起こされるなど、対応可能な波長域が限定されるという問題がある。
【０００５】
　上述した問題をもつ接合方法に対し、直接接合と呼ばれる接合技術がある。直接接合に
は、陽極接合、フュージョンボンディング、およびイオンビームを用いた表面活性化接合
などがある。
【０００６】
　陽極接合は、よく知られているように、ガラス基板とシリコン基板との研磨面を当接さ
せ、加熱しながら電圧をかけて接合する技術である。陽極接合では、ガラス中のアルカリ
イオンを直流電界により移動させ、両者の間に共有結合を起こさせることで接合する。
【０００７】
　フュージョンボンディングでは、まず、シリコンや酸化シリコンなどの基板の接合面を
研磨し、この研磨面に硝酸を作用させるなどのことにより水酸基を付ける。これらを重ね
合わせて水素結合で弱く接合した後、加熱処理（１０００℃程度）をして水分を除去する
ことで、Ｓｉ-Ｏ-Ｓｉ結合により強く接合する。フュージョンボンディングでは、陽極接
合のように電圧をかけない。また、プラズマで表面処理をした後に接合することで、加熱
の温度を低下させる技術もある。プラズマにより表面水酸基が多くなるためめに、加熱の
温度が下げられるとされており、プラズマ活性化後，大気中で接合することもできるとさ
れている。
【０００８】
　表面活性化接合では、表面活性化接合は，イオンビームを用いて接合の妨げになる表面
層をエッチング除去し，表面の原子の結合手同士を直接結合させ強固な接合を形成する。
エッチング処理後の表面は周囲の気体分子とも反応しやすい状態にあり、プロセスは高真
空に排気した容器の内部で行われる。
【０００９】
　ところが、上述した直接接合に技術では、次に示すような問題がある。
【００１０】
　まず、陽極接合では、アルカリイオンの移動を促進させるために４００℃以上の加熱が
必要となり、熱歪みによる応力が発生する。また、電気化学反応によりガラスから酸素が
発生する。これらの熱応力の発生や酸素の発生は、例えば、振動子としての特性への悪影
響を及ぼすという問題がある。
【００１１】
　また、フュージョンボンディングにおいても、加熱が必要となり、また、水素が発生す
るため、これらが、振動子としての特性への悪影響を及ぼすという問題がある。
【００１２】
　一方、上述した表面活性化接合では、加熱をすることがなく、また、酸素や水素などの
発生もない。しかしながら、水晶などの酸化物結晶体は、イオンガンなどによりエッチン
グされると、表面が荒れた状態となり、接合しにくい状態になるという問題がある。表面
が荒れた状態では、強い接合強度が得られず、安定性の欠けたものとなる。
【００１３】
　以上の問題を解消する技術として、真空成膜方法により金属や各種化合物の被膜を膜厚
１ｎｍ～１０μｍの範囲で形成し、この被膜の成膜中，あるいは成膜後に真空を維持した
まま，被接合材の接合面に形成された被膜相互の面を常温で重ね合わせ、被膜同士を拡散
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させて接合する技術が提案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００８－２０７２２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、水晶の接合において、より高い接合強度が要求されるようになってきて
いる。
【００１６】
　本発明は、以上のような問題点を解消するためになされたものであり、加熱などを必要
とせず、また、製造時や使用環境においてガスを発生することなく、より強い強度で水晶
が接合できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明に係る接合方法は、真空成膜法による成膜装置の処理室内で、第１基板の接合面
および水晶からなる第２基板の接合面に、真空成膜法による物質層の形成を開始する第１
工程と、処理室内で、０．２ｎｍ以上１ｎｍ未満の層厚の物質層が各々形成された第１基
板の接合面および第２基板の接合面を、物質層を介して着接して第１基板と第２基板とを
各々の接合面で接合する第２工程とを少なくとも備え、第１基板の接合面および第２基板
の接合面は、平均表面粗さが１ｎｍ未満とされている。
【００１８】
　上記接合方法において、第２工程は、真空成膜法による物質層の形成を停止した後で行
えばよい。
【００１９】
　上記接合方法において、第１基板は、水晶から構成されている。また、真空成膜法は、
スパッタ法およびイオンプレーティング法より選択された方法であればよい。また、物質
層は、金属または半導体材料より構成されていればよい。
【００２０】
　また、本発明に係る水晶素子は、上述した接合方法により作製されたものである。例え
ば、水晶素子は、水晶からなる第１基板および第２基板が物質層を介して接合された光学
素子であればよい。また、水晶素子は、第１基板の上に搭載された圧電素子と、この圧電
素子に対応して形成された凹部を備える第２基板とを備えるものであり、圧電素子は、物
質層を介して接合された第１基板および第２基板により凹部の内部に封止されているもの
であってもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　以上説明したように、本発明では、真空成膜法による成膜装置の処理室内で、第１基板
の接合面および水晶からなる第２基板の接合面に、真空成膜法による物質層の形成を開始
し、０．２ｎｍ以上１ｎｍ未満の層厚の物質層が各々形成された第１基板の接合面および
第２基板の接合面を、物質層を介して着接するようにした。この結果、本発明によれば、
加熱などを必要とせず、また、製造時や使用環境においてガスを発生することなく、より
強い強度で水晶が接合できるようになるという優れた効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１Ａ】本発明の実施の形態１における接合方法を説明するための工程図である。
【図１Ｂ】本発明の実施の形態１における接合方法を説明するための工程図である。
【図１Ｃ】本発明の実施の形態１における接合方法を説明するための工程図である。
【図２】物質層１０２の層厚と接合強度（引張り強度）との関係を示す特性図である。
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【図３Ａ】本発明の実施の形態２における接合方法を説明するための工程図である。
【図３Ｂ】本発明の実施の形態２における接合方法を説明するための工程図である。
【図３Ｃ】本発明の実施の形態２における接合方法を説明するための工程図である。
【図３Ｄ】本発明の実施の形態２における接合方法を説明するための工程図である。
【図３Ｅ】本発明の実施の形態２における水晶素子の構成を示す断面図である。
【図４】金属からなる物質層の層厚と膜抵抗値との関係を示す相関図である。
【図５】本発明の実施の形態３における水晶素子の構成を示す断面図である。
【図６】接合に用いた物質層の材料および層厚と光学素子の透過率との関係を示す特性図
である。
【図７】接合に用いた物質層の材料および層厚と光学素子の透過率との関係を示す特性図
である。
【図８】接合に用いた物質層の材料および層厚と光学素子の透過率との関係を示す特性図
である。
【図９】接合に用いた物質層の材料および層厚と光学素子の透過率との関係を示す特性図
である。
【図１０】接合に用いた物質層の材料および層厚と光学素子の透過率との関係を示す特性
図である。
【図１１】接合に有機系接着剤を用いた場合と物質層を用いた場合の光学的な損失率の波
長による変化を示す特性図である。
【図１２】接合に有機系接着剤を用いた場合の光学的な透過率の波長（２．５～５μｍ）
による変化を示す特性図である。
【図１３】接合に物質層を用いた場合の光学的な透過率の波長（２．５～５μｍ）による
変化を示す特性図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について図を参照して説明する。
【００２４】
［実施の形態１］
　はじめに、本発明の実施の形態１について説明する。図１Ａ～図１Ｃは、本発明の実施
の形態１における接合方法を説明するための工程図である。図１Ａ～図１Ｃでは、接合対
象となる水晶基板１０１および水晶基板１１１の一部断面を示している。
【００２５】
　まず、図１Ａに示すように、水晶基板（第１基板）１０１および水晶基板（第２基板）
１１１を用意する。水晶基板１０１の接合面および水晶基板１１１の接合面は、よく知ら
れた研磨などにより、表面粗さが１ｎｍ未満の状態としておく。次に、水晶基板１０１お
よび水晶基板１１１を、真空成膜法（例えばスパッタ法）による成膜装置（スパッタ装置
）の処理室１３１内に搬入する。
【００２６】
　次に、図１Ｂに示すように、水晶基板１０１の接合面および水晶基板１１１の接合面に
、真空成膜法による物質層１０２の形成を開始する。例えば、よく知られたスパッタ法に
より、水晶基板１０１の接合面に対する物質層１０２の形成、および水晶基板１１１の接
合面に対する物質層１０２の形成を開始する。
【００２７】
　例えば、成膜装置としてマグネトロンスパッタ装置を用い、まず、水晶基板１０１およ
び水晶基板１１１を搬入した処理室１３１の内部を、圧力１０-6Ｐａ程度にまで排気する
。次に、処理室１３１内にスパッタガスとしてアルゴンガスを導入し、また、プラズマパ
ワーを入力し、処理室内にプラズマを生成させ、スパッタ成膜を開始する。ここで、スパ
ッタガスには、アルゴンなどの不活性ガスを用いる。また、ターゲットには、物質層１０
２を構成する材料を用いる。例えば、ターゲットは、Ｃｒである。この場合、Ｃｒの層が
物質層１０２として形成される。
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【００２８】
　以上のように、処理室１３１内で物質層１０２の成膜を開始した後、０．２ｎｍ以上１
ｎｍ未満の層厚の物質層１０２が各々形成された水晶基板１０１の接合面および水晶基板
１１１の接合面とを、物質層１０２を介して着接する。なお、この着接においては、圧力
を加える必要はない。例えば、２つの基板を保持し、また当接させる治具（不図示）を処
理室１３１の内部に配置し、この治具を用いて着接させればよい（特許文献１参照）。基
板の自重程度で接合ができる。
【００２９】
　上述したことにより、図１Ｃに示すように、物質層１０２を介し、水晶基板１０１と水
晶基板１１１とを各々の接合面で接合する。水晶基板１０１と水晶基板１１１との貼り合
わせは、０．２ｎｍ以上１ｎｍ未満の層厚の物質層１０２が形成されたら、上述したスパ
ッタ状態を停止し、この後（直後）で行ってもよく、スパッタ状態を継続している中で行
ってもよい。物質層１０２の層厚が、１ｎｍになる前に、２つの基板の着接を行うことが
重要である。
【００３０】
　なお、物質層１０２は、Ｃｒの他、例えばＴｉ，Ｔａ，Ｃｕ，およびＡｌなどの金属よ
り構成することもできる。以下、物質層１０２に、Ｔｉ，Ｃｒ，およびＴａを用いた場合
の、物質層１０２の層厚と接合強度（引張り強度）との関係について説明する。
【００３１】
　図２は、物質層１０２の層厚と接合強度（引張り強度）との関係を示す特性図である。
この結果は、成膜してから３０秒後に貼り合わせ（着接）を行っている。図中白四角は、
物質層１０２をＴｉより構成した結果を示し、白丸は、物質層１０２をＣｒから構成した
場合を示し、白三角は、物質層をＴａらか構成した場合を示している。なお、ここでいう
「層厚」は、一方の基板に形成された物質層１０２の厚さを表す。図２から明らかなよう
に、材料にかかわらず、物質層１０２の層厚が１ｎｍ未満の引張り強度（接合力）は約２
５ＭＰａ以上であり、物質層１０２の層厚を１ｎｍ未満とすることで、強い接合強度が得
られる。なお、物質層１０２の層厚を、１ｎｍ未満とするので、基板の表面粗さを１ｎｍ
未満としておくことが重要となる。
【００３２】
　ここで、物質層の層厚を１ｎｍ未満とすることでより強い接合強度が得られることにつ
いて説明する。上述した本実施の形態における接合方法は、まず、高い真空状態のほぼ酸
素がなく清浄な環境下で、基板の接合面に極薄い物質層を形成し、この物質層を構成する
物質の拡散現象を利用して２つの基板を接合しているものと考えることができる。この接
合方法では、物質層が一様な膜となる前の不完全な層の状態の方が、活性が高く拡散速度
も高いため、より高い接合強度が得られるものと考えられる。ここで、接合を行う処理室
の内部は、１０-6Ｐａ以下の圧力（真空度）としておけば、自然酸化膜の形成が抑制され
て十分な清浄環境となり、上述した接合が行えることが実験の結果判明している。例えば
、スパッタを開始する前の初期段階で、処理室内を１０-6Ｐａ以下の圧力としておけばよ
い。また、スパッタを停止してからスパッタガスの供給を停止してより高い真空度として
から、着接を行って接合してもよい。なお、物質層としてＡｕ，Ｐｔ，Ａｇなどの貴金属
や動などの酸化しにくい金属を用いる場合、接合を行う処理室の内部圧力が、１０-4Ｐａ
程度であっても上述した接合が行える。
【００３３】
　この接合方法によると、基板の接合面に活性な面を露出させるためのエッチングなどを
行わないので、水晶などのエッチング異方性のある基板であっても、安定した接合が行え
る。また、この接合方法では、加熱処理などを必要としないので、耐熱性の低い基板であ
っても容易に適用可能であり、また、加熱によるプロセスコストの削減も可能となる。
【００３４】
　また、物質層１０２を１ｎｍ未満（０．２ｎｍ以上）の層厚とすることで、まず、水晶
光学素子の場合、水晶基板の光透過特性を損なうことがない。このように薄い層であれば
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、可視光の範囲であればほとんど吸収がなく、様々の光学素子として問題なく用いること
ができる。また、水晶圧電素子の場合、様々な配線が形成されている水晶基板が貼り合わ
せの対象となる。このような場合であっても、物質層１０２が金属材料から構成されてい
ても、物質層１０２が１ｎｍ未満と薄く高い抵抗が得られているため、物質層１０２の絶
縁性についたは問題とならない。よく知られているように、厚さが２ｎｍ以下の金属層で
あれば、高い絶縁性が得られる。
【００３５】
　以上に説明したように、本実施の形態によれば、物質層の層厚を０．２ｎｍ以上１ｎｍ
未満としたので、物質層を介した２つの基板をより十分な接合強度で接合できるようにな
る。また、接合した２つの基板の間に介在する物質層が非常に薄いので、光学素子として
用いる場合においても光学特性の劣化を招くことがない。また、物質層が非常に薄く、物
質層においては、高い絶縁状態が得られているので、圧電素子に適用しても、短絡などを
招くことがない。また、高温に加熱することがなく、応力の発生などによる破損などが抑
制できるようになる。
【００３６】
［実施の形態２］
　次に、本発明の実施の形態２について説明する。実施の形態２では、圧電素子（水晶素
子）を例に説明し、特に、圧電素子の封止を例に説明する。
【００３７】
　まず、図３Ａに示すように、圧電素子３０１を水晶からなる支持基板３０２の上に搭載
（実装）する。圧電素子３０１は、よく知られているように、例えば水晶などの圧電基板
３０３に所定の電極３０４および配線３０５が形成されて構成された水晶振動子である。
また、支持基板３０２は、配線３０５に接続して圧電素子３０１の端部を支持固定する導
電性を有する支持部３０６，支持部３０６を介して配線３０５に接続する配線３０７，ビ
ア配線３０８，および外部端子３０９が形成されている。圧電素子３０１は、支持部３０
６により支持基板３０２に実装される。
【００３８】
　次に、図３Ｂに示すように、水晶からなる封止基板３１１を用意する。封止基板３０１
には、圧電素子３０１の部分に対応して凹部３１２が形成されている。
【００３９】
　次に、支持基板３０１および封止基板３１１を、真空成膜法（例えばスパッタ法）によ
る成膜装置（スパッタ装置）の処理室内に搬入する。なお、成膜装置および処理室などは
、図示していない。引き続いて、図３Ｃおよび図３Ｄに示すように、支持基板３０２の圧
電素子３０１が搭載されている面（膜形成面）、および、封止基板３１１の凹部３１２が
形成されている面（膜形成面）に、真空成膜法による物質層３２１の形成を開始する。例
えば、よく知られたスパッタ法により、支持基板３０１の膜形成面に対する物質層３２１
の形成、および封止基板３１１の膜形成面に対する物質層３２１の形成を開始する。例え
ば、成膜装置としてマグネトロンスパッタ装置を用い、アルミニウム（Ａｌ）をターゲッ
トとしてＡｌからなる物質層３２１の形成を開始すればよい。
【００４０】
　以上のように、処理室内で物質層３２１の成膜を開始した後、０．２ｎｍ以上１ｎｍ未
満の層厚の物質層３２１が各々形成された支持基板３０１の接合面および封止基板３１１
の接合面とを、物質層３２１を介して着接する。なお、この着接においては、圧力を加え
る必要はない。
【００４１】
　上述したことにより、図３Ｅに示すように、物質層３２１を介し、支持基板３０１と封
止基板３１１とを各々の接合面で接合すれば、圧電素子３０１が支持基板３０１と封止基
板３１１とによる容器の中に封止された水晶素子が得られる。圧電素子３０１は、物質層
３２１を介して接合された支持基板３０１および封止基板３１１により、凹部３１２の内
部に封止される。ここで、支持基板３０１と封止基板３１１との貼り合わせは、０．２ｎ
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ｍ以上１ｎｍ未満の層厚の物質層３２１が形成されたら、上述したスパッタ状態を停止し
、この後（直後）で行ってもよく、スパッタ状態を継続している中で行ってもよい。物質
層３２１の層厚が１ｎｍになる前に、２つの基板の着接を行うことが重要である。
【００４２】
　ここで、物質層３２１は、例えば、支持基板３０１の上の全域に形成される。このため
、例えば、支持基板３０１の上に形成されている複数の配線３０７に渡って物質層３２１
が形成されることになる。物質層３２１をＡｌなどの金属より構成した場合、金属層によ
り各配線３０７の間が接続されることになる。しかしながら、物質層３２１は、層厚１ｎ
ｍ未満と薄くしているので、高い絶縁性を有した状態となっており、各配線３０７の間で
電気的な短絡を招くことがない。図４に示すように、例えば、Ａｕ，Ｔｉなどの金属であ
れば、層厚１ｎｍ未満では、高い膜抵抗値となり、十分な絶縁性が確保できる。
【００４３】
［実施の形態３］
　次に、本発明の実施の形態３について説明する。実施の形態３では、光学素子を例に説
明し、特に、接合により作製される光学素子を例に説明する。
【００４４】
　本実施の形態における接合方法で作製された光学素子（水晶素子）は、例えば、図５に
示すように、水晶基板５０１と水晶基板５０２とが、物質層５０３を介して接合されてい
る。水晶基板５０１は平均表面粗さＲａ＜１ｎｍ、水晶基板５０２は平均表面粗さＲａが
０．３ｎｍとされている。
【００４５】
　例えば、水晶基板５０１および水晶基板５０２を、真空成膜法（例えばスパッタ法）に
よる成膜装置（スパッタ装置）の処理室内に搬入する。引き続いて、支持基板３０２の接
合面、および、水晶基板５０２の接合面に、真空成膜法による物質層５０３の形成を開始
する。例えば、よく知られたスパッタ法により、水晶基板５０１の接合面に対する物質層
５０３の形成、および水晶基板５０２の接合面に対する物質層５０３の形成を開始する。
例えば、成膜装置としてマグネトロンスパッタ装置を用い、アルミニウム（Ａｌ）をター
ゲットとしてＡｌからなる物質層５０３の形成を開始すればよい。
【００４６】
　以上のように、処理室内で物質層５０３の成膜を開始した後、０．２ｎｍ以上１ｎｍ未
満の層厚の物質層５０３が各々形成された水晶基板５０１の接合面および水晶基板５０２
の接合面とを、物質層５０３を介して着接する。例えば、各々の接合面に、０．４ｎｍの
物質層５０３が形成されたら、接着を行う。なお、この着接においては、圧力を加える必
要はない。
【００４７】
　上述したことにより、物質層５０３を介し、水晶基板５０１と水晶基板５０２とが各々
の接合面で接合される。水晶基板５０１と水晶基板５０２との貼り合わせは、０．２ｎｍ
以上１ｎｍ未満の層厚の物質層５０３が形成されたら、上述したスパッタ状態を停止し、
この後（直後）で行ってもよく、スパッタ状態を継続している中で行ってもよい。水晶板
５０１の接合面に形成される物質層５０３および水晶板５０２の接合面に形成される物質
層５０３の各々の層厚が１ｎｍになる前に、２つの基板の着接を行うことが重要である。
【００４８】
　ここで、上述した本実施の形態における光学素子の特性評価結果について説明する。本
実施の形態における光学素子と、従来の有機系接着剤で接着された光学素子について、透
過波面収差の測定を行い、Ｐ－Ｖ（Peak-Valley）値を比較した。透過波面収差の測定は
、フィゾー干渉計により行い、測定波長は６３２．８ｎｍとし、測定領域は、物質層５０
３により接続している領域の中央部の直径１３ｍｍの円形領域とする。測定の結果、従来
の有機系接着剤で接着された光学素子のＰ－Ｖ値が１ｗａｖｅ以上であるのに対し、本実
施の形態における光学素子のＰ－Ｖ値は、０．１ｗａｖｅ以下と非常に小さく良好な特性
が確認できた。
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【００４９】
　有機系接着剤の厚さは１０μｍ以上となり、接着固定時に接着層の厚さに不均一が発生
し、また、接着時の部分的な応力による屈折率の不均一さが、有機系接着剤で接着された
光学素子における透過波面の劣化につながっているものと考えられる。これに対し、本実
施の形態における接合方法で接合された光学素子は、接合部となる物質層５０３の合計の
層厚が、２ｎｍ未満と非常に薄くかつ均一のため、非常に良好な透過波面が得られるもの
と考えられる。
【００５０】
　なお、物質層５０３は、Ａｌに限らず、Ａｕ，Ｔｉ，Ｔａ，Ｃｕ，Ｃｒなどの金属でも
よく、また、Ｓｉなどの半導体材料でもよい。
【００５１】
　ところで、光学素子においては、所望の透過率（高い透明性）が得られていることが重
要となるが、上述したように、一方の接合面に形成される物質層の層厚が１ｎｍ未満であ
れば、透明性に影響を与えることがない。
【００５２】
　例えば、図６，図７に示すように、ＣｒおよびＳｉの場合、一方の接合面に形成される
物質層の層厚が０．２ｎｍおよび０．４ｎｍのいずれの場合も、ほぼ７５％以上の透過率
が得られている。また、図８，図９に示すように、Ｃｕ，Ｔｉ，Ｔａの場合、一方の接合
面に形成される物質層の層厚が０．２ｎｍであれば、ほぼ７５％以上の透過率が得られて
いる。なお、Ｔａの場合、層厚が０．４ｎｍの場合、０．２μｍ近辺の波長域の透過率が
７０％程度となる。
【００５３】
　一方、一方の接合面に形成される物質層の層厚が１ｎｍを超えて厚くなると、図１０に
示すように、透過率が低下するようになる。特に、Ｃｕの場合、一方の接合面に形成され
る物質層の層厚が５ｎｍでは、２．５μｍ近辺の波長域の透過率が２０％程度となる。ま
た、図１１に示すように、本実施の形態における光学素子によれば、貼り合わせに有機系
接着剤を用いた場合に比較して、紫外域の光学的な損失率の低下が大幅に抑制されるよう
になる。損失率は、物質層や接着剤を用いずに、２つの水晶基板のみを透過させた光量Ｐ
と、１つの水晶基板が物質層もしくは接着剤により接合された状態で透過させた光量Ｐ’
を用い、損失率（％）＝｛（Ｐ－Ｐ’）／Ｐ｝×１００により求めている。なお、図１１
の結果は、物質層にＣｕおよびＴｉを用いた場合の結果を示している。
【００５４】
　次に、より長波長領域（波長２．５～５μｍ）における透過率の測定結果について説明
する。まず、貼り合わせ（接合）に有機系接着剤を用いた場合、図１２に示すように、接
着剤に含まれている成分に対応する吸収が確認される。
【００５５】
　上述の結果に対し、本実施の形態における物質層を用いた貼り合わせの場合、図１３に
示すように、有機系接着剤を用いた場合に比較してより高い透過率が得られている。
【００５６】
　なお、本発明は以上に説明した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の技術的
思想内で、当分野において通常の知識を有する者により、多くの変形が実施可能であるこ
とは明白である。例えば、スパッタ法に限らず、公知のイオンプレーティング法で物質層
を形成してもよい。これらは、プラズマの発生下で成膜が行われる真空成膜法である。ま
た、真空蒸着法など、他の真空成膜法であってもよい。
【００５７】
　また、接合対象の基板に反りがある場合、接合面同士が接触するように、２つの基板の
間に荷重を加えてもよい。また、上述では、Ｔｉ，Ｃｒ，およびＴａを用いた実験結果に
ついて示したが、物質層は、これらの材料に限るものではなく、Ａｕ，Ｃｕ，Ａｌなどの
他の金属材料でもよいことはいうまでもない。また、物質層は、Ｓｉ，Ｇｅなどの半導体
材料から構成されていてもよい。
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【００５８】
　また、上述では、水晶基板に水晶基板を貼り合わせる場合を例に説明したが、これに限
るものではなく、一方の基板が、ガラス，シリコンなどの他の材料から構成されている基
板であっても同様に接合可能である。また、上述では、圧電素子として、水晶振動子を例
にしたが、これに限るものではなく、よく知られた表面弾性波 (Surface Acoustic Wave:
SAW) 素子であっても同様である。
【符号の説明】
【００５９】
　１０１…水晶基板、１０２…物質層、１１１…水晶基板、１３１…処理室。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】
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【図５】

【図６】
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【図１０】
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【図１２】
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